


川崎市男女共同参画センター協働事業 募集要項 

 

【事 業 費】 

(タイプＡ)事業企画の経費補助額５万円～４０万円以内（税込み）（完了払い） 

(タイプＢ)事業企画の経費補助なし。センター貸室・備品の先行予約、無償貸与、広報協力による事業の支援。 

※協働事業は、センターと市民グループ・団体等とが逐次協働で進めていくものであり、団体の活動資金を 

補助するものではありません。詳細は、センターホームページ掲載の「協働事業における事業経費の考え 

方」をご参照ください。タイプＡで応募いただいた場合でも、選考委員会の審査に基づき、タイプＡからタ 

イプＢへの変更を条件に採択予定となることがあります。 

【採 択 数】タイプＡ，Ｂをあわせて５事業程度（応募状況・内容等により採択数は変動することがあります。） 

【対象】 川崎市内を対象に活動する市民グループ・団体、NPO、事業者、研究機関 

【応募資格】次の（１）～（３）の全てに該当すること。 

（１） 市内で活動するか活動拠点を置く、３名以上からなる市民活動グループ・団体。または市内に

所在するＮＰＯ等団体、機関、事業所。これらに該当しない場合であっても、市とセンターとの協

議により川崎市民に益すると判断された場合、資格があると認めることがある。 

（２） 営業行為や宗教の布教、特定の政治活動を目的としていないこと。 

（３） 暴力団または暴力団が関与する団体ではないこと。 

【説明動画】・協働事業の概要、書類作成にあたっての留意点などをお伝えします。 

【個別相談】・説明動画を視聴のうえ、参加必須（オンラインまたは対面）。30分程度、原則 1回。 

センター職員が応募書類の書き方、事業内容・計画等について質問と相談を受け付けます。 

【個別相 談・審査は外部者を含む選考委員会にて行います。個別相談の内容は採用可否とは関係がありません。 

【応募方法】郵送、電子メールによる送付、またはセンター窓口に直接持参【ＦＡＸによる応募不可】 

（送付先）〒213-0001 川崎市高津区溝口 2-20-1 川崎市男女共同参画センター 宛て 

※封筒に「協働事業応募書類」と明記ください。 

【提出書類】以下の書類を全て提出してください。様式は、センターホームページよりダウンロードいただくか、 

センターまでご請求ください。（提出書類は原則として返却いたしません。） 

●タイプ A：① 応募申込書（タイプ A専用）、②団体概要書、③収支予算書 

●タイプ B：① 応募申込書（タイプ B専用） 

【選考方法】学識経験者・関係者からなる選考委員会を設置し、以下の流れで審査します。 

（１） 一次選考（書類審査） 

（２） 二次選考（会場でのプレゼンテーション） 

※ただしタイプ B については、プレゼンテーション動画（3 分以内、事前送付）で代用できるも

のとします。 

 

 



 

【審査基準】審査基準は以下の通りです。 

審査項目 審査基準 配点 

協働事業の 

理解・考え方 

・協働型事業の趣旨を十分に理解できているか 

・男女共同参画の推進に取り組み、貢献する意欲があるか 

・センターとの協議や、事業に柔軟に対応する姿勢があるか 

10 

運営体制 
・主体的に運営できる十分な人員がいるか 

・これまでに活動実績・経験があり、安定的な運営が見込める体制となっているか 
10 

事業計画・ 

内容 

・事業内容は男女共同参画の推進に寄与するものであるか（事業内容の適切性） 

・男女共同参画の推進に対して事業効果が見込めるか（事業の効果） 

・事業内容は、地域における男女共同参画の推進のために必要性、重要性、緊急性

が高いか（事業のニーズ） 

・事業計画は運営体制もふまえて、無理のない、具体的かつ現実的であるか（事業

の実現性） 

20 

収支予算 
・申請額は事業の規模や効果に照らし妥当であるか 

・収支予算は事業内容・計画にそって適正に計上されているか 
10 

※選考委員会にて採点し、選考委員会での協議をふまえ採用予定団体を決めます。その後、選考委員会 

での審査結果をもとに、センター事務局による経費についての再査定の後、応募者とセンターで協議 

を行い、委託契約締結をもって正式採択決定となります。 

※タイプＡで応募いただいた場合でも、選考委員会の審査の結果、タイプＡからタイプＢへの変更を条件 

に採択予定となることがあります。 

【事業内容の公表】本事業の選考ならびに実施にかかる公正性、透明性を高めるため、採択団体名、事業概要、実施 

状況、調査報告等はセンターホームページ等により公表します。また、広報物や成果物（電子媒体 

も含む）については、必ず「2026年度川崎市男女共同参画センター協働事業」である旨を明記 

していただきます。購入備品についてもその旨、シールなどで表示していただきます。 

【事業の実施】令和８（２０２６）年５月～令和９（２０２７）年２月末 

※期間内に事業が完了すること 

【事業報告】・講座・イベントの実施後…1週間以内に実施報告書（A4×1枚）を提出します。 

※調査研究の場合は中間報告書（９月末頃）を提出します。 

・事業完了時・・・事業完了報告書もしくは調査報告書を提出します。 

・成果報告会・・・令和 9年 3月中旬予定（一般公開）で報告をしていただきます。 

本報告をもって、各団体の事業完了となります。 成果報告については、本事業の広報に活用させてい 

ただきます。 

 

 

 




	協働事業募集
	男女共同参画パートナーシップ事業実施要綱（改定案）
	協働事業募集

